
金融教育フェスティバル

2 0 0 5 年 1 1 月2 6 日

消費者けなど博 されるのお1

- 点 検商法から振 り込め詐欺まで

東京経済大学現代法学部教授

弁護士  村  千 鶴子

第 1消 費者問題の傾向こ特徴

1 増 加を続ける悪質商法

2 手 日の多様化・悪質化 一  訪 問販売 ・電話勧誘 ・郵便 ・インターネットまで

刑法上の詐欺 ・恐喝事件も日常化

3 あ らゆる消費者が狙われる

一 ラ イフスタイル、ライフステージに応じた手日・販売商品の多様化

4 被 害の高額化

5 次 々販売 一  被 害者名簿の悪用

6 被 告回復が難しいケースの増加

第2最 近の消費昔薇書から

1 悪 質住宅 リフォーム

・ 点検商法 一  悪 質訪間販売の典型例

・ 住 宅リフォーム ー  内 容のわかりにくい商品

・ 6害 Jが高齢者

・ 次 々販売

・ 多 額のクレジット契約

2 リ ッチランド・未公開株 ・ファン ド投資など 一  出 資法違反等の詐欺的利殖商法

3 健 康食品被害

一 体 験広告 ・体験談 ・インターネット販売の誇大広告など

・ ウ ノの効能効果 ―  ア ガリスク、メシマコブ、疫身用健康食品

, ネ ットで購入 して健康被害 ・死亡事故

― 中 国製やせる健康食品

日本法の適用がない海外業者との契約

4 マ ルチ商法

一 学 生マルチに業務停止

勧誘していた学生も行政処分

「良いバイ トの話がある」「V い`パ~卜 の話がある」は違法行為



5 日 常化 している内職商法被害

6 ま すます悪質化する訪問販売

― 催 眠商法、デー ト商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス

ー 契 約後に 「アンケー トJに 記載させる

。訪問販売ではないか

。ほしくて買つたか

。うその説明はなかったか

。クーリング ・オフの告知はあったか

。認知症、精神障害などはないか、など

7 増 加を続ける融資保証金詐歎

- 2005年 11月 には 「貸します詐欺Jと 命名

8 ワ ンクリック詐欺 ・架空請求の巧妙化

第3契 約の墓礎

1 契 約 とは約束

2 相 手はどこの誰?信用できるか。

3 そ の約束は、自分にとつて本当に必要か 一  付 き合いと契約は別問題

4 約 束の内容は何か、必要なことは盛 り込まれているか、納得できるか

5 契 約書は 「約束内容」の確認 と保存の意味がある

6 契 約は、自己責任で →  契 約は守る義務がある

→ 悪賀高法の特寓

・ 強 8R消 費者の判断を無視して押し付ける

。 契 約に必専ど情報を与えない、嘘をつく

・ 業 者についての情報alけい、ぅと

・ 契 約内容や契約書に問題がある 一 糠鴫的詐触的内容、守るつも11のおい美弾麗句

・ 消 費昔からの,Lr一と対応が不錯宗

第 4 指 定商恥引法のポイント

ー 訪 問販売のここがポイント

1 勧 誘の際の注意点

・ 事業者の名称、担当者の氏名を名乗る

・ 契約の勧誘 目的であることを告げる

。 販 売している商品の種類などを明示する



2 目 的を隠して呼び出して 「閉鎖的な場所」で勧誘する行為は処罰対象

3 契 約書の交付義務

一
この内容でいいですか。

消費者に「内容の確認」をしてもらうための大切な制度

・ 業 者の任所・名称・代表者・電話番号

・ 購 入した商品・サービスの内容・分量、引渡し時期

・ 価 格と支払条件

・ ク ーリング オフ制度

などの明記

4 ク ー リング・オフ制度の活用を

・ 訪 問販売、電話勧誘販売・英会話やエステは8日 間

・ マ ルチ商法、内職商法は20日 間

・ ク ーリング・オフ妨害の場合の期間延長

― ク ーリング・オフの通知は 「はがき」を 【配達記録郵便】で送ること

ヨピーは必ず保管する。

第 5;肖 費昔契約法のポイント

ー売れればよいのではない。

事業者の守るべき基本ルールと消費者救済制度

1 事 業者の注意義務

2 勧 誘に問題があった場合の取消制度

・ 説 明にウンがある。

・ 断 定的な判断を提供 した

。 帰 ってくれない、帰らせてくれない

3 不 当条項は無効とされる

。 不 当な違約金条項

・ 業者の責任を全面的に免除する条項

など



第 1 機 書賄止のためのポイント

1 い らないものははっきり断る。

2 必 要なものは比較検討 して選ぶ。

3 資 料や契約書は、よく読む。

4 不 必要なものははっきり断る。

一 あ いまいな態度はとらない。

5 記 録や書類は保管する。

6 納 得できないときにはすぐに相談する。

一とりあえず消費生活センターに

クリック詐欺では、相手に連絡する前に相談を 1

7 泣 き寝入 りしない

一泣き寝入 りは、次々販売のカモになる。

午



多様化、複雑化、広域化する消費者問題に

対応するため、1984年に国民生活センターの

ホス トコンピューター と消費生活センターに

設置 した端末機 を結ぶ 「全国消費生活情報

ネ ッ トワー ク ・システム (PiO一NET)」 の運

営を開始 して以来、21年余が経過 した。

2005年3月現在、PIO―NETは 全都道府県・政

令指定都市をヵバー してお り、消費生活相談

情報 (危害情報を含む)、消費者判例情報、商

品テス ト情報の合計3種類のデータベースを

持つシステムである。この うち消費生活相談

情報データベースでは、全国の消費生活セン

ター等が受け付けた相談のうち、主に苦情相

談を収集 している。

ここでは、2004年度における消費生活相談

情報の傾 向を分析す る。なお、本稿 の分析

データは、2005年5月末 日までに国民生活セ

図1 '肖費生活相談の年度別総件数の推移
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ンターのホス トヨンピュータ~に 登録された

情報を基に検索 ・集計したものである。

相談件数等について

(1)2004年度の相談件数等と増加要因

2004年度に全国の消費生活センターが受け

付け、P10 NETに登録された消費生活相談情

報の総件数は1,832,502件であつた。図1に、

2005年5月末 日までにPiO一NETに登録 された

消費生活相談情報の年度別総件数を示した。

P10 NET運用 開 始 か らの 累 積 件 数 は、

9,045,517件に達 している。2003年度に相談

件 数 が 大 幅 に増 加 した が、2004年度 は

322,650件の増加となつている。

図2は、2003年度から2004年度にかけて増
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(注)デ
ータは2a15年5月末日までの登録分。
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<ワ ンクリック詐欺の例 とイメージ画像>

警視庁ホームページ

の報道資料から

携帯電話の機種や個体識月U番号から個人情報が盗まれる 。・・?

昨年から、電子メールや電話、はがきなどを利用して、架空あるいは一度だけアクセスしたサイ トから利用料金等

を請求されるという相談が多数寄せられています。その中でも、携帯電話のメールを手段とした料金請求が多く、

新たな手日による相談が急増しています。

特に最近では ・・・

「自分が携帯電話からインターネットに接続 し、いろいろなサイ トを見ているうちに、突然アグル ト (出会い系)

サイ トにつなが り、料金請求の表示になる」

・・・というパターンが増えています。

イメージ画面
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そして、多くの料金請求のサイ トには、金額だけではなく・・・

「ご登録完了しました。J

「携帯電話情報を送信 します。」

「あなたの個体識別番号はxxxxxです。手続きを完了しました。J

・・・などと記載されています。

今までに多かった不特定多数に送られていたと思われる架空の料金請求メールと異なり、実際に自らサイ トにアク

セスしたことによつて料金請求の画面が表示されるため、驚いてしまう人が多いようです。

8



また、興味本位でメールアドレスや電話番号を登録してしまって、後日、退会手続きをしようと思っても、その方

法が記載されていません。

たとえ携帯電話の機種名や個体識別番号、自分の位置情報が事実だったとしても、それらの情報から個人情報が漏

れてしまうことはありません。もっともらしく文面に記載されていることをすぐに信じたりせず、請求代金の支払

V やヽ返信をしないようにしましょう。

イメージ画面
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このような料金請求を受けた場合は、

利用規約がないような場合は無視をする。

利用規約がある場合は、よく読んで確認する。

電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対 して申し込み内容を再度確認させるための画

面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無勉

を主張することができる.

９
′



上記 2, 3に 「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがあ

る。なお、上にある携帯電話のイメージ画面のように 「いいえJや 「NO」 ボタンをクリッ

クしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があるこ

とにならないので、「3Jに 準じて対処する。

5悪 質なものに対しては、氏る、住所、電Hf番号などの個人情報は絶対に伝えない。

以上 5点 の鉄則を必ず守 りま しょう。

これ らの不当な料金請求は、出会い系サイ トやアダル トサイ トによく見られます。一方的に送 られてくる勧誘メー

ルに安易に登録 したり、返信 したりする行為が原因となるのです。おもしろ半分や興味本位で、届いた勧誘 ・広告

メールに記載されたURLを クリックするのはやめましょう。

同様に、パソコンに送られてきたメールに記載されているURLを クリックしただけで、料金請求画面が表示され

る場合もあります。

いずれにしても、相手の連絡先が記載してあったとしても、自ら連絡せず、無視することが一番 よい対処法です !

料金請求の手段があまりにも悪質である場合、又は支払いに応 じてしまった場合などは、最寄 りの警察署へご相談

ください。

パソコン画面の例

/θ



Jコード

ご注意

このメーJレアドレスは XXXxoxxxX XXjpで す。
このPCl日人識月叫コードxxxxxXXXを 登録いたしました。

″800出 (キヤンヘ ーン

ご利用 X登 録日より3日以内に限リキャンベーン価格とさせていただきます。
金 4日 以降にご入金の

!場
合は割引キャンペーン対象外の10万円がお振込み金額とをりま

1234567 00 00

なお3日 目が銀行休業日の場合は翌銀行営業日までといたします。
ヽ

。

と、支払い期限を過きても入金確認が出来ない場合、
い状態が続きますと登録メールアドレスを基に各ブロバイダー会社に対し法的を手
経て

示を求めることにより以下の情報を把握することが出来ます。

巧

〕者クレジツト
言用情報

座
の他契約申し込み時に記入した事項全て。

支払期限を通きてもお等様からの入金が確認されない場合tま利用料金に加えて延滞
別達力8算されます。

に、お客様の登録情報、7クセス躍歴を基に身元調査業者による調査追跡を行い、お
厳の個人情報を基に自宅訪岡等による直接回収が行われます。
その際に要した譲査費用、交通説 食てお客様の員娘になりますのでご了承くださ

ヽ
。

との払込 みID番 号 は XXXXxxxxtで す。
はあなたの払込みID番号を振込み人名義としてください。

れ以外の名義でお振込みされた場合は入金確認ができないのでくれぐれもお間違えの
よヽうにお願いします。
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